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Ⅰ 届出事項（法第９条第４項） 

様式第６（第１８条関係） 

※受理年月日   年  月  日 

※受理番号  

※備 考  

（※印の項は記載しないこと） 

届出事項変更届出書 

 

令和   年   月   日  

大阪市長 様 

 

株式会社 ○ ○ ○ ○ 

代表取締役 ○ ○ ○ ○ 

大阪市○○区○○町○○丁目○○番地 

 

大規模小売店舗立地法第９条第４項の規定により、下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

 

  名 称   

  所在地  大阪市   区 

 

２ 変更しようとする事項 

 

 （変更前） 

 （変更後） 

 

３ 変更する理由 
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Ⅱ 添付書類（法第９条第５項、規則第４条第１項） 

 

１ 法人にあってはその登記事項証明書〔規則§４Ｉ①〕 

 

別添のとおり 

 

２ 主として販売する物品の種類〔規則§４Ｉ②〕 

 

小    売    業    者 主として販売する物品 

  

  

 

３ 建物の位置及びその建物内の小売業を行うための店舗の用に供される部分の配置を示す図 

面〔規則§４Ｉ③〕 

 

(1) 広域見取図         図面Ｎｏ． 参照 

(2) 周辺見取図         図面Ｎｏ． 参照 

(3) 建物配置図・各階平面図   図面Ｎｏ． ～ 参照 

(4) 建物立面図・断面図     図面Ｎｏ． ～ 参照 

 

    建物各階の店舗面積及び延床面積             

 店舗面積 延床面積 

３階  ㎡  ㎡ 

２階  ㎡  ㎡ 

１階  ㎡  ㎡ 

合計  ㎡  ㎡ 
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４ 必要な駐車場の収容台数を算出するための来客の自動車の台数等の予測の結果及びその算 

出根拠〔規則§４Ｉ④〕 

 

(1) 指針による自動車（自動二輪車を除く）の必要駐車台数計算式 

 

（端数処理：小数点以下を四捨五入） 

事 項 等 各事項算出のための計算式 

地区の区分 商業地区・その他地区 用途地域： 

Ｓ：店舗面積  千ｍ２  

Ａ：店舗面積あたり 

日来店客数原単位 
 人／千ｍ２ 

指針値（人口 40万人以上） 

Ｓ   より、 

Ｂ：ピーク率  ％ 指針値 

Ｌ：駅からの距離  ｍ 
最寄駅：Osaka Metro 

  線  駅 

Ｃ：自動車分担率  ％ 
大阪市独自基準 

Ｌ   より、 

Ｄ：平均乗車人員  人／台 
指針値 

Ｓ   より、 

Ｅ：平均駐車時間係数   
指針値 

Ｓ   より、 

小売店舗へのピーク 1 時間

あたりの自動車来台数 
 台 Ａ×Ｓ×Ｂ×Ｃ÷Ｄ 

指針による自動車の 

必要駐車台数 
 台 Ａ×Ｓ×Ｂ×Ｃ÷Ｄ×Ｅ 

自動車の届出駐車台数  台  
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(2) 併設施設の自動車（自動二輪車を除く）の必要駐車台数計算式 

 

（端数処理：小数点以下を四捨五入） 

事 項 等 各事項算出のための計算式等 

Ｓ´：併設施設の面積  千ｍ２ （併設施設の種類を記載） 

Ｘ：併設施設の割合  ％ Ｓ´／Ｓ 

指針値との比例式  Ⅹ   より、 

併設施設の必要駐車台数  台 指針値 

建物全体の必要駐車台数  台 小売店舗＋併設施設の必要駐車台数 

建物全体の駐車台数  台  

 

(3) 自動車の必要駐車台数の算出に関する評価等について 

 

 

 

 

 

 

 

５ 駐車場の自動車の出入口の形式又は来客の自動車の方向別台数の予測の結果等駐車場の自 

動車の出入口の数及び位置を設定するために必要な事項〔規則§４Ｉ⑤〕 

 

(1) 駐車場の構造 

駐車場 収容台数 構造 
料金徴収 

の有無 
図面 

建物  階  側  台   図面Ｎｏ． 

駐車場 

  区  町 
 台   図面Ｎｏ． 

※ 建物 階 側：自動二輪車 台 

   ※ 全体収容台数（自動二輪車除く）： 台 
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(2) 駐車場出入口における入庫処理能力   （端数処理：小数点第２位を四捨五入） 

出入口の場所 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

1台あたり 

処理時間 

乗客の 

乗降時間 

入庫時発券ブー

ス・ゲート数 

1分あたり 

入庫処理能力 

（秒） （秒） （箇所） （台／分） 

出入口  

（図面Ｎｏ． ） 
 

 

 

  

出入口  

（図面Ｎｏ． ） 
   

 

※ 「１分あたりの入庫処理可能台数」は次のとおり計算する。 

「１分あたりの入庫処理可能台数」（Ｄ） 

＝ 入庫時発券ブース・ゲート数 

÷｛１台あたりの処理時間（秒）＋乗客の乗降時間（秒）｝×60（秒） 

＝ Ｃ÷(Ａ＋Ｂ)×60 

 

(3) 敷地内駐車待ちスペース       （端数処理：小数点第３位を四捨五入） 

出入口の場所 

 α α÷60 β（＝Ｄ） γ 
 

入庫時 

発券ブー

スの有無 

ピーク１時間

に予想される

来客の自動車

台数 

ピーク１時

間に予想さ

れる来客の

自動車台数 

1分あたり

の入庫処理 

能力 

必要な 

駐車待ち 

スペース 

実際に 

用意する 

駐車待ち 

スペース 

（台／時） （台／分） （台／分） （ｍ） （ｍ） 

出入口  

（図面Ｎｏ． ） 
      

出入口  

（図面Ｎｏ． ） 
      

 

※ 発券ブースがある場合の「各入口に必要な駐車待ちスペース」は次のとおり計算する。 

「各入口に必要な駐車待ちスペース」（γ） 

＝｛「当該入口の１分あたりの来台数(台／分)」×１．６ 

－「当該入口１分あたりの入庫処理可能台数(台／分)」｝×６（ｍ、平均車頭間隔） 

＝（α÷６０×１．６－β）×６ 

＝（α÷６０×１．６－Ｄ）×６ 
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(4) 駐車場出入口における入庫処理能力及び敷地内駐車待ちスペースに関する評価等につ

いて 

 

 

 

 

 

 

６ 来客の自動車を駐車場に案内する経路及び方法〔規則§４Ｉ⑥〕 

 

(1) 来客の自動車の案内経路を表示した図面   図面Ｎｏ． 参照 

 

 (2) 経路等を来店者に知らせる方法 

 

項目 具体的な内容 備考 

   

   

 

(3) 駐車場出入口における交通整理 

 

交通整理員の 

配置場所 

交通整理員の 

有無 

交通整理員の 

配置時間帯 

交通整理員の 

人数 

出入口 

（図面Ｎｏ． ） 
 

午前 時 分～ 

午後 時 分 
 人 

出入口 

（図面Ｎｏ． ） 
 

午前 時 分～ 

午後 時 分 
 人 
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７ 荷さばき施設において商品の搬出入を行うための自動車の台数及び荷さばきを行う時間帯

〔規則§４Ｉ⑦〕 

 

(1) 荷さばき施設の構造等 

 

荷さばき 

施設の 

面積 

待機スペースの 

有無 

同時作業 

可能台数 

搬出入車両 

大きさ 
専用出入口の 

有無 
出入口の数 

 ㎡   台 

ｔ車 

最大(L) ｍ× 

(W) ｍ×(H) ｍ 

 
出入口 箇所 

（図面Ｎｏ． ） 

 

(2) 搬出入車両の搬出入計画 

 

搬出入時間帯 

搬出入車両台数 

合計 

平均処理時間 
廃棄物収集 

運搬車 
２ｔ車 ４ｔ車 ２ｔ車 ４ｔ車 

午前 時 分～ 

午前 時 分 
 台  台  台  分  分  台 

午前 時 分～ 

午後 時 分 
 台  台  台  分  分  台 

合計  台  台  台   台 

 

(3)  搬出入車両の運行経路を表示した図面   図面Ｎｏ． 参照 

 

 

８ 遮音壁を設置する場合にあっては、その位置及び高さを示す図面〔規則§４Ⅰ⑧〕 

 

(1) 遮音壁を設置する場合、その高さ及び厚さ等 

 

遮音壁の有無 遮音壁の高さ 遮音壁の厚さ 材質・構造 遮音壁の位置 

有・無  ｍ  ㎜  図面Ｎｏ． 
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(2) 騒音対策としてその他の設備等を設置する場合、その仕様及び効果等 

 

騒音対策 仕様等 効果 位置 

    

    

    

 

 

９ 冷却塔、冷暖房設備の室外機又は送風機を設置する場合にあっては、それらの稼動時間帯及

び位置を示す図面〔規則§４Ｉ⑨〕 

 

(1) 騒音発生源となる施設設備の稼動時間帯及び位置を示す図面 

 

音源記号 機器の種類 
機器 

名称・型番 

設置階 

（設置高さ） 
稼動時間帯 設置位置・音源図 

   
 階 午前 時 分～ 

午後 時 分 
図面Ｎｏ．  

（  ｍ） 

   
 階 午前 時 分～ 

午後 時 分 
図面Ｎｏ．  

（  ｍ） 

   
 階 午前 時 分～ 

午後 時 分 
図面Ｎｏ．  

（  ｍ） 

   
 階 午前 時 分～ 

午後 時 分 
図面Ｎｏ．  

（  ｍ） 

   
 階 午前 時 分～ 

午後 時 分 
図面Ｎｏ．  

（  ｍ） 

   
 階 午前 時 分～ 

午後 時 分 
図面Ｎｏ．  

（  ｍ） 

   
 階 午前 時 分～ 

午後 時 分 
図面Ｎｏ．  

（  ｍ） 

   

 階 午前 時 分～ 

午後 時 分 
図面Ｎｏ．  

（  ｍ） 

   

 階 午前 時 分～ 

午後 時 分 
図面Ｎｏ．  

（  ｍ） 
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(2) 施設設備以外の騒音の発生時間及び位置を示す図面 

 

発生源 型式等 
設置階 

（設置高さ） 
稼動時間帯 設置位置・音源図 

  
 階 午前 時 分～ 

午後 時 分 
図面Ｎｏ．  

（  ｍ） 

  
 階 午前 時 分～ 

午後 時 分 
図面Ｎｏ．  

（  ｍ） 

  
 階 午前 時 分～ 

午後 時 分 
図面Ｎｏ．  

（  ｍ） 

  
 階 午前 時 分～ 

午後 時 分 
図面Ｎｏ．  

（  ｍ） 

  
 階 午前 時 分～ 

午後 時 分 
図面Ｎｏ．  

（  ｍ） 

  
 階 午前 時 分～ 

午後 時 分 
図面Ｎｏ．  

（  ｍ） 

 

(3) 騒音発生源の内、予測から除外する騒音発生源または稼働時間の短縮等を行う設備がある

場合において、その理由・根拠 

 

項目 その理由・根拠 

  

  

 

なお、上記(1)～(3)の予測条件及び予測対象としなかった事項等に変更があり、騒音の

影響の増加が考えられる場合は、大阪市と協議を行います。 
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10 平均的な状況を呈する日における等価騒音レベルの予測の結果及びその算出根拠 

〔規則§４Ｉ⑩〕 

 

(1) 予測地点の選定理由（図面Ｎｏ． 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

方向 
予測 

地点 

用途地域・ 

保全対象 

保全対象における 

予測対象階 

（予測高さ） 

状況・選定理由 

 

Ａ 

（昼） 
 

 階 

 

（  ｍ） 

Ａ´ 

（夜） 
 

 階 

 

（  ｍ） 

 
Ｂ 

 
 

 階 

 

（  ｍ） 

 Ｃ  

 階 

 

（  ｍ） 

 Ｄ  

 階 

 

（  ｍ） 
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 (2) 昼間（午前６時～午後１０時）の等価騒音レベルの予測 

 

騒音発生源 

基準距離(1m) 

における 

騒音レベル等 

騒音持続 

時間又は 

騒音発生 

回数 

予測地点までの距離(ｍ) 回折減衰量(ｄＢ) 等価騒音レベル(ｄＢ) 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ 

定 

常 

騒 

音 

                     

                     

                     

変 

動 

騒 

音 

                     

                     

                     

衝 

撃 

騒 

音 

                     

                     

                     

昼間（午前６時～午後１０時） 

の等価騒音レベル 

上記騒音レベルの合成値（ｄＢ）       

環境基準（ｄＢ）※       

※ 環境基準とは、「騒音に係る環境基準」（平成 17年５月 26日、環境省告示第 45号）で定め 

   る環境基準のことをいう。 
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(3) 夜間（午後１０時～午前６時）の等価騒音レベルの予測 

 

騒音発生源 

基準距離(1m) 

における 

騒音レベル等 

騒音持続時間 

又は 

騒音発生回数 

予測地点までの距離(ｍ) 回折減衰量(ｄＢ) 等価騒音レベル(ｄＢ) 

Ａ’ Ｂ’ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ａ’ Ｂ’ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ａ’ Ｂ’ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ 

定 

常 

騒 

音 

                     

                     

                     

変 

動 

騒 

音 

                     

                     

                     

衝 

撃 

騒 

音 

                     

                     

                     

夜間（午後１０時～午前６時） 

の等価騒音レベル 

上記騒音レベルの合成値（ｄＢ）       

環境基準（ｄＢ）※       

※ 環境基準とは、「騒音に係る環境基準」（平成 17年５月 26日、環境省告示第 45号）で定め 

  る環境基準のことをいう。 

 

(4)  昼間・夜間の等価騒音レベルの予測結果の評価等について 
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11 夜間において大規模小売店舗の施設の運営に伴い騒音が発生することが見込まれる場合に

あっては、その騒音の発生源ごとの騒音レベルの最大値の予測の結果及びその算出根拠 

〔規則§４Ｉ⑪〕 

 

(1) 予測地点の選定理由（図面Ｎｏ． 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

方向 
予測 

地点 
用途地域 

予測高さ 

（ｍ） 
状況・選定理由 

 a    

 b    

 c    

 d    
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(2) 夜間（午後９時～午前６時）における発生源ごとの騒音レベルの最大値の予測 

 

騒音発生源 

基準距離(1m) 

における 

騒音レベル等 

騒音持続時間 

又は 

騒音発生回数 

予測地点までの距離(ｍ) 
回折減衰量 

(ｄＢ) 

各予測地点における 

騒音レベル(ｄＢ） 

a b c d a b c d a b c d 

定 

常 

騒 

音 

               

               

               

変 

動 

騒 

音 

               

               

               

衝 

撃 

騒 

音 

               

               

               

夜間（午後９時～午前６時）において 

発生することが見込まれる騒音を合成した値 

上記騒音レベルの合成値（ｄＢ）     

規制基準（ｄＢ）※     

※ 規制基準とは、「騒音規制法」（昭和 43年６月 10日、法律第 98号）で定める規制基準の 

ことをいう。 

 

(3)  発生する騒音レベルの最大値の予測結果の評価等について 
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12 必要な廃棄物等の保管施設の容量を算出するための廃棄物等の排出量等の予測の結果及び

その算出根拠〔規則§４Ｉ⑫〕 

 

(1) 大阪市の要綱による廃棄物等の排出量予測及び保管施設の必要面積 

 （端数処理：小数点第２位以下を切り上げ） 

廃棄物種別 排出日量の算出根拠 
排出日量 

(ｍ３) 

再生利用対象物 
0.2918ℓ／㎡・日×    ㎡（ごみ排出対象床面積）

×１／1000 
 

一 般 廃 棄 物 
0.6692ℓ／㎡・日×    ㎡（ごみ排出対象床面積）

×１／1000 
 

 

（端数処理：小数点第２位以下を切り上げ） 

廃棄物種別 保管施設の必要面積の算出根拠 

保管施設の 

必要面積 

（㎡） 

保管施設の 

設置面積 

(㎡) 

再生利用対象物 

※注１ 

再生利用対象物保管施設（事業系）設置基準表

から 延べ面積    ㎡に対する設置面積  
  

一般廃棄物 

※注２ 

    ｍ３（排出日量)×２または４（日、収

集間隔）×1.5（作業スペース）÷１ｍ（高さ） 
  

※注１： 述べ面積については、3,000㎡以上については容積対象述べ面積 

※注２：最低必要面積は、１㎡ 
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(2) 指針による廃棄物等の排出量の予測 

 （端数処理：小数点第２位以下を切り上げ） 

廃棄物 

種別 

店舗面積：Ｓ 

Ａ 

１日あたりの 

廃棄物 

排出予測量 

Ｂ 

平 均 保 管 

日 数 

Ｃ 

見かけ比重 

Ａ×Ｂ÷Ｃ 

必要保管容量 

保管施設の 

設置容量 

（千ｍ２） 指針原単位×Ｓ（ｔ） （日） （ｔ／㎥ ＝ｋｇ／Ｌ） （ｍ３／日） （ｍ３） 

再

生

利

用

対

象

物 

紙製廃棄物 

6,000㎡以下の部分 

 千ｍ２ 

（0.208×Ｓ） 

ｔ 

 0.10   6,000㎡超の部分 

千ｍ２ 

（0.011×Ｓ） 

ｔ 

計       千ｍ２ 計     ｔ 

金属製 

廃棄物等 

6,000㎡以下の部分 

千ｍ２ 

（0.007×Ｓ） 

ｔ 

 
0.10 

～0.15 
  6,000㎡超の部分 

千ｍ２ 

（0.003×Ｓ） 

ｔ 

計       千ｍ２ 計     ｔ 

ガラス製 

廃棄物等 

6,000㎡以下の部分 

千ｍ２ 

（0.006×Ｓ） 

ｔ 

 
0.10 

～0.30 
  6,000㎡超の部分 

千ｍ２ 

（0.002×Ｓ） 

ｔ 

計      千ｍ２ 計     ｔ 

プラスチック製 

廃棄物等 

6,000㎡以下の部分 

千ｍ２ 

（0.020×Ｓ） 

ｔ 

 
0.01 

～0.04 
  6,000㎡超の部分 

千ｍ２ 

（0.003×Ｓ） 

ｔ 

計       千ｍ２ 計     ｔ 

一

般

廃

棄

物 

生ごみ等 

6,000㎡以下の部分 

千ｍ２ 

（0.169×Ｓ） 

ｔ 

 0.55   6,000㎡超の部分 

千ｍ２ 

（0.020×Ｓ） 

ｔ 

計       千ｍ２ 計    ｔ 

その他の可燃性 

廃棄物等 
計       千ｍ２ 

（0.054×Ｓ） 

ｔ 
 0.38   

 合    計   

 

(3) 廃棄物等の排出量等の予測結果の評価等について 
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Ⅲ 指針に基づく配慮事項等について 

１ 駐車需要の充足等交通に係る事項 

 (1)  必要な駐輪場の確保と適切な管理 

① 自転車の必要駐車台数計算式     （端数処理：小数点以下を切り上げ） 

事項等 各事項算出のための計算式等 

Ｓ：店舗面積  千㎡  

必要駐車台数 
 台 

 
（うち原付 台） 

収容台数 
 台 

 
（うち原付 台） 

 

② 駐輪場の収容台数及び構造 

駐輪場 収容台数 構造 
料金徴収

の有無 
図面 

店舗 側 

駐輪場 

 台  

 
 図面Ｎｏ． 

（うち原付 台） 

 

③ 駐輪場の管理体制 

項目 具体的な内容 備考 

   

   

 

 (2)  自動二輪車の駐車場の確保 

自転二輪車の必要駐車台数の算出根拠   （端数処理：小数点以下を切り上げ） 

項目 各事項算出のための算出根拠 

必要駐車台数  台  

収容台数  台  

 

 (3)  その他交通に関する事項 

項目 内容 

交通に関する事項  
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２  歩行者等の通行の利便の確保 

項目 内容 

歩行者等の通行の 

利便の確保 
 

 

３  廃棄物に係る事項等 

項目 内容 

廃棄物等に係る保管、運

搬、処理に関する事項等 
 

廃棄物減量化及びリサ

イクルについての配慮 
 

 

 ４ 防災・防犯対策への協力 

項目 内容 

防災対策  

防犯対策  

  

 ５ 騒音の発生及び騒音問題への対応策 

項目 内容 

店舗から発生 

する騒音対策 
 

荷さばき作業から 

発生する騒音対策 
 

駐車場から発生 

する騒音対策 
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 ６ 街並みづくり等への配慮等 

項目 内容 

景観への配慮について  

緑化対策について  

高齢者･身体障がい者 

への配慮について 
 

光害対応について  

 

７ その他、配慮する事項等 

項目 内容 

食品加工場から 

発生する悪臭対策 
 

 


